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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雛を孵化し、飼育する雛居住空間を提供するクレート（５）と、少なくとも一つの通路
（４）を通して雛が前記雛居住空間に入るように開放された頂部を有するクレートの頂部
に配置されたトレイ（１）と、の組立体であって、
　前記クレートと前記トレイとが一体に形成され、
　孵卵室で多くの卵（２）を収容するための前記トレイ（１）は、卵が孵化することがで
きる卵収容空間（３）と、前記卵から孵化した雛が通り、前記トレイの下に位置する雛居
住空間に雛を入れることができる前記通路とを備え、
　前記卵収容空間（３）が雛のための前記通路を備え、
　雛が損傷なく安全に通過できるように複数の支持部材（９）が前記卵収容空間（３）の
周囲に配置されており、
　前記トレイは、トレイ上に孵化した雛を保持するためのトレイの輪郭部に起立端（１０
）を備え、そして、前記組立体は積み重ね可能である、
　組立体。
【請求項２】
　前記クレートは雛用の飼料を収容するためのくぼみを備えている、請求項１に記載の組
立体。
【請求項３】
　前記クレートは、雛を観察し、雛居住空間に雛を入れるために照らすことを許容するた
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めの少なくとも１つの透明な部分を備える、請求項１または２に記載の組立体。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の組立体の多数からなるスタック。
【請求項５】
　雛居住空間を提供する請求項１から３いずれか１項に記載の組立体において、多くの卵
を孵化するための方法であって、該方法は、以下の工程を備える方法、
－　トレイに卵を載置し、該トレイは、卵が孵化することができる卵収容空間と、雛が該
トレイを通過し、該トレイの下に位置する雛居住空間に雛を入れることができる少なくと
も１つの通路を備え、前記卵収容空間のそれぞれは雛のための前記通路を備え、雛が損傷
なく安全に通過できるように複数の支持部材が前記卵収容空間の周囲に配置されており、
－　孵化するまでの必要な期間、卵を孵卵させ、
－　孵化した雛を、前記通路を通して、前記トレイから前記クレートの前記雛居住空間内
に通過させる。
【請求項６】
　前記クレートの前記雛居住空間内の孵化した雛に給餌する工程を備える、請求項５に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、孵卵室内の多くの卵を収容し、その中で多くの卵を孵化することができる収
容スペースを備えるトレイに関する。　
　さらに、本発明は、孵化し、雛を飼育するための雛の居住空間及び前記トレイを提供す
るクレート（ｃｒａｔｅ）の組立体に関する。　
　さらに、本発明は、多くの卵を孵化するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなトレイは知られており、一般に、育雛装置やセッターの能力を利用するよう
に、可能な限り多くの卵をトレイに保持する。トレイの底面にある穴に卵を配置すること
が知られている。しかし、これらの穴は、雛の通過を可能にするには適していない。また
、卵トレイが、例えば空気流の中で傾かされるなどの操作がされ得るように、穴の中に保
持される。このことは、トレイの使用において、穴が閉じられ、卵殻によって閉じられた
ままということを意味する。
【０００３】
　雛を飼育するために、安定にトレイを配置することが知られている。しかし、このよう
な安定は、孵化した雛のための理想的な条件を提供しない。加えて、雛は卵殻の上を登る
必要があり、及び/又は他の雛がトレイを去る必要がある。また、安定した中のすべての
雛は、潜在的に、細菌の潜在的な供給源であり、及び／又はそれで自分自身を傷つけるこ
とがある卵殻に、接触してしまう。　
　クレートのような雛の孵化のための孵卵バスケットが知られている。そのようなクレー
トの重大な欠点は、卵殻が孵化した雛が居住する居住部を汚染することがあることである
。これら卵殻は、細菌の潜在的な供給源である。加えて、卵や卵殻は孵化した雛の歩行空
間を制限する。
【０００４】
　飼育機は、例えば、EP1104987（B1）として知られている。しかし、これら装置も、卵
殻が前記孵化した雛が居住する居住部を汚染するとの同様の欠点を有する。　
　雛の初期飼育するための方法及び機械が、「ハッチブロッド（Hatchbrood）」とも呼ば
れる機械を開示するEP2174081 A1より知られている。この機械は、新たに孵化した雛にク
リーンな環境と最適な成長条件を提供する。欠点は、ハッチブロッドに雛を置くために、
新たに孵化した雛のハンドリングが必要とされることである。
【発明の概要】
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【０００５】
　本発明は、孵卵室内で多くの卵を収容するためのトレイを提供することを目的とし、ト
レイは、卵をセットするだけでなく、雛をハンドリングする必要がなく、及び/又は孵卵
室から雛が出ることなく、卵を孵化させ、新たに孵化した雛を卵殻からできるだけ早く分
離することを可能にするものである。　
　本発明の他の目的は、トレイは、少なくとも部分的に既知のトレイに関連する問題を解
決し、前記孵卵室内での多くの卵を収容するための改良されたトレイを提供することであ
る。　
　本発明のさらなる目的は、孵卵室内で多くの卵を収容するための代替のトレイを提供す
ることである。
【０００６】
　本発明の第一の態様によれば、卵が孵化され、卵から孵化した雛がトレイを通り、トレ
イの下の雛居住空間に入るための少なくとも１つの通路を備える、孵卵室内で多数の卵を
収容するためのトレイにより実現される。１つ以上の通路があるため、トレイが、雛ハン
ドリング装置や作業者の介入なしに、同じ孵卵室内の孵化した雛の初期飼育から孵化プロ
セスを分離することを可能にする。通路は別々の一連の穴であってもよい。通路は、数匹
の雛が同時に通過することができるスリットであってもよい。卵が孵化され得る卵収容空
間は、トレイが孵卵室内の強制空気流で操作されるように、卵が前記空間内にしっかりと
保持されることを意味する。この操作、すなわち、トレイを傾斜することは、例えば、卵
の周りの空気流の均一な分布を確実にするために、卵を充填したトレイの物流過程の間、
当業界で一般的である。卵の収容空間は、しっかりと卵を保持するための手段を有する穴
であってもよい。卵の収容空間は、トレイの底面にあるくぼみであってもよい。卵の収容
空間は、多くの数の卵が一列に収容されるスリットであってもよい。孵卵室は、例えば、
温度を０．５℃又は０．１℃単位で正確に制御できるように、強制的な空気の流れによっ
て調整するのに適している部屋である。
【０００７】
　一実施形態では、少なくとも一つの通路が卵収容空間との間に配置される。このように
、異なる雛が、同じ通路、同じ卵密度を使用し、すなわち、１トレイあたりの卵の数が最
適化されよう。　
　一実施形態では、トレイは、トレイからトレイの下方に位置する雛居住空間への雛の移
行を最適化する多くの通路を備える。
【０００８】
　トレイについての一実施形態では、各卵の収容空間は、雛の通路に隣接している。これ
は、さらにトレイからトレイの下方に位置する雛居住空間への雛の移行を最適化する。　
　トレイについての一実施形態では、通路は、雛は通過することができ、卵は通過するこ
とができないように構成される。このことにより、雛がトレイの下に位置する雛居住空間
へ通過するのに対し、卵や卵殻がトレイに残るので、初期飼育中に雛から卵や卵殻を分離
することが保証される。
【０００９】
　一実施形態では、通路が楕円形の断面を有する。通過するための大きな表面積を必要と
することなく、雛の最も広い部分の通過を可能にすることができるので、これは雛に関し
ての最適な形状と考えられる。　
　一実施形態では、卵の収容空間は、雛の通路を備えている。このように、トレイの使用
中に、あけっぱなしの卵収容空間が、雛の通路として機能してもよい。　
　一実施形態では、卵の収容空間は、確実に卵を保持する支持部材を備え、前記支持部材
は、雛が損傷なしに前記支持部材を通過することができるように構成されている。既存の
支持部材は、固い方法で卵を係合するだけに焦点を当てており、雛のために有害である。
【００１０】
　トレイについての一実施形態では、卵の収容空間は、一列に配列された多くの卵を収容
することができるスリットであり、該スリットの幅は、雛は通過することができるが、卵
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は通路を構成するスリットを通過することができない幅となっている。これは、トレイの
使用中にトレイ内の最適な卵の密度を保証する。　
　トレイについての一実施形態では、卵の収容空間は、通路に類似し、好ましくは同一の
構成を有している。これにより、作業者又は卵ハンドリング装置がトレイを使用するのを
容易にする。　
　一実施形態では、トレイは、トレイの上に孵化した雛を保持するためのトレイの輪郭部
に起立端を備えている。
【００１１】
　本発明のさらなる特徴によれば、これは、孵化し、雛を飼育する雛居住空間を提供する
クレートと、クレートの頂部に配置される本発明に係るトレイとの組立体により実現され
、ここで、クレートは、雛が通路を通って雛居住空間に入るように頂部が開口している。
クレートは、その開放構造のため、孵卵器のような空調空間に配置されるのに適しており
、そのような孵卵器の中で強制空気の流れを利用している。この場合、クレートは一連の
換気スリットを有する。そのようなクレートや孵卵器バスケットは、クレートに雛を保持
するための底面と側壁を有する。底面と側壁は、雛居住空間を供する。
【００１２】
　組立体についての一実施形態では、少なくとも一つの通路がクレート及びトレイによっ
て画定される。　
　組立体についての一実施形態では、クレートとトレイとが一体に形成される。　
　組立体についての一実施形態では、クレートは摺動してトレイを受けるのに適したトレ
イ収容空間を備える。このように、クレートが積み重ねられても、クレートの雛居住空間
の上方でクレートの一方側からトレイをスライドさせることができる。　
　組立体についての一実施形態では、クレートは雛用飼料を収容するためのくぼみを備え
る。このことにより、雛のハンドリング装置や作業者による介入なく、同じく空調された
室で孵化後の雛への給餌が可能となる。　
　組立体についての一実施形態では、クレートは、雛を観察し、雛居住空間に入るために
照らすのを許容する少なくとも1つの透明な部分を備える。
【００１３】
　本発明のさらなる態様によれば、これは、本発明による多くの組立体の積み重ね（スタ
ック）で実現される。トレイを含むクレートは、積み重ねるのに適しており、そのような
スタックは空調室内に配置することができる。　
　本発明のさらなる態様によれば、これは、多くの卵を孵化するための方法で実現され、
その方法は、以下の工程を備える。　
－トレイに卵を載置し、該トレイは、雛が該トレイを通過し、該トレイの下に位置する雛
居住空間に雛を入れることができる少なくとも１つの通路を備え、
－雛居住空間を提供するクレートの頂部にトレイを配置し、
－孵化するまで必要な抱卵期間、卵を孵卵させ、
－孵化した雛を、通路を通して、トレイからクレートの雛居住空間内へと通過させる。　
　一実施形態において、本方法は、クレートの雛居住空間で孵化した雛への給餌を含む。
【００１４】
　さらに、本発明は、発明の詳細な説明に記載され、及び/又は添付の図面に示された特
徴の1つ以上を含む装置に関する。　
　さらに、本発明は、発明の詳細な説明に記載され、及び/又は添付の図面に示された特
徴の1つ以上を含む方法に関する。　
　本明細書で説明される様々な態様は、追加される利点を提供するために組み合わせるこ
とができる。　
　本発明は、図面に示された好ましい実施例を参照して、さらに説明されよう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】クレートとトレイからなる２つの組立体のスタックについての斜視図。
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【図２】図１のスタックについての横断面図。
【図３】本発明の第２実施例に係るクレートとアレイの２つの組立体のスタックについて
の上面図。
【図４】図２に係るスタックについての横断面図。
【図５】トレイの更なる実施例についての斜視図。
【図６】図５の上面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１及び図２に、本発明のトレイ１の第１の実施形態が示されている。トレイ１は、ク
レート５との組立体として示されている。ここでは、２つの組立体の積み重ね（スタック
）が示されている。クレート５は孵化し雛を飼育するための居住空間８を提供する。ここ
では、分離されたトレイ１がクレート５の上に配置されている。雛が通路を通って雛居住
空間８に入ることができるように、クレート５は開いた上部を有する。トレイ１は、多数
の卵２を収容する。トレイは、図示しない孵卵室で使用するためのものである。トレイ１
は、多数の卵収容空間３を備える。この収容空間３内で卵２は、制御された方法で孵化す
ることができるようにしっかりと保持されている。ここでは、卵がしっかりと側壁６と反
対側のストップバー７との間に保持されている。トレイ１は雛のための多数の通路４を有
し、その通路４を通して卵２から孵化した雛は、トレイを通過し、トレイ１の下に位置す
る雛居住空間８に入ることができる。スリット状の通路４を定める２つの細長いストップ
バーによって通路４は画定される。一列に配置された多くの卵２は反対側のストップバー
７の上で休む。通路４は、雛はそこを通過できるが卵２は通過できないように構成されて
いる。スリットがこのような通路４を構成するために、スリットの幅は、雛はスリットを
通過できるが卵は通過できないような幅となっている。この場合、卵収容空間３が、雛の
ための通路４を備え、又は、言い換えると、雛のための通路４を構成する。
【００１７】
　図３及び図４に、本発明に係るトレイ１についての第２の実施形態が示されている。ト
レイ１は、多数の卵収容空間３を、この場合は隔てて備える。この空間内で、卵２は、制
御された方法で孵化することができるように、しっかりと保持されている。トレイ１は雛
のための多数の通路４を有し、その通路を通して卵２から孵化した雛は、トレイを通過し
、トレイ１の下に位置する雛居住空間８に入ることができる。少なくとも一つの通路４が
卵収容空間３の間に配置される。ここで、各卵収容空間３は、雛４のための通路４に隣接
する。この場合、卵収容空間３は、通路４と同様の、好ましくは同一の構成を有している
。
【００１８】
　図５及び６は、トレイ１についてのさらなる実施形態を示す。トレイは、トレイ上で孵
化した雛を保持するためにトレイ１の輪郭部に起立端１０を備える。卵の収容空間３は、
開けっ放しの、卵で満たされていない卵収容空間が通路として機能するような、雛のため
の通路を備える。卵収容空間３は、卵をしっかりと保持するための支持部材９を備え、前
記支持部材は、雛に損傷を与えることなく、前記支持部材を雛が通過することができるよ
うに構成されている。
【００１９】
　クレート５と組み合わせてトレイ１を使用する際には、多くの卵２を孵化するために次
の工程が取られる。　
－　トレイ１に卵を載置し、該トレイ１は、該トレイ１を通過し、該トレイ１の下に位置
する雛居住空間８に雛を入れることができる少なくとも１つの通路４を備え、
－　雛居住空間８を提供するクレート５の頂部にトレイ１を配置し、
－　孵化するまでの必要な期間、卵２を孵卵させ、
－　孵化した雛を、前記通路を通って、前記トレイから、前記クレートの前記雛居住空間
内に通過させる。
【００２０】
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　上記の説明及び図面は、本発明のいくつかの実施形態を例示するためものであり、特許
請求の範囲を限定するものではないことは、また明らかであろう。この開示から出発して
、さらに多くの実施形態が、特許請求の範囲内であり、本発明の要旨の範囲内であり、従
来技術と本明細書の開示の明らかな組み合わせであることが、当業者には明らかであろう
。

　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　孵卵室で多くの卵（２）を収容するためのトレイ（１）であって、卵が孵化す
ることができる卵収容空間（３）と、前記卵から孵化した雛が通り、前記トレイの下に位
置する雛居住空間に雛を入れることができる少なくとも１つの通路（４）とを備える、ト
レイ。
　［２］　前記少なくとも１つの通路は、卵収容空間の間に配置される、［１］に記載の
トレイ。
　［３］　多くの通路を備える、［１］又は［２］に記載のトレイ。
　［４］　各卵収容空間が雛の通路に隣接する、［２］又は［３］に記載のトレイ。
　［５］　前記通路が、雛は通過でき、卵は通過できないように構成されている、［１］
に記載のトレイ。
　［６］　前記通路が楕円形の断面を有する、［１］に記載のトレイ。
　［７］　卵トレイ収容空間が雛のための通路を備える、［１］に記載のトレイ。
　［８］　前記卵収容空間が、卵をしっかりと保持するための支持部材９を備え、該支持
部材は、雛に損傷を与えることなく、該支持部材を雛が通過することができるように構成
されている、［７］に記載のトレイ。
　［９］　前記卵収容空間は、一列に配置された多くの卵を収容できるスリットであり、
該スリットの幅は、該スリットが通路を構成するように、雛は該スリットを通過すること
ができ、卵は通過することができないものとなっている、［７］に記載のトレイ。
　［１０］　前記卵収容空間は、通路に類似の、好ましくは同一の構成を有する、［７］
に記載のトレイ。
　［１１］　トレイ上に孵化した雛を保持するためのトレイの輪郭部に起立端（１０）を
備える、［１］から［１０］のいずれか１項に記載のトレイ。
　［１２］　雛を孵化し、飼育する雛居住空間を提供するクレート（５）と、前記通路を
通して雛が前記雛居住空間に入るように開放された頂部を有するクレートの頂部に配置さ
れた［１］ないし［１１］のいずれか１項に記載のトレイと、の組立体。
　［１３］　少なくとも１つの前記通路が前記クレートと前記トレイによって画定される
、［１２］に記載の組立体。
　［１４］　前記クレートと前記トレイとが一体に形成されている、［１２］又は［１３
］に記載の組立体。
　［１５］　前記トレイを摺動するように受容することに適したトレイ収容空間を備える
、［１２］又は［１３］に記載の組立体。
　［１６］　前記クレートは雛用の飼料を収容するためのくぼみを備えている、［１２］
から［１５］のいずれか１項に記載の組立体。
　［１７］　前記クレートは、雛を観察し、雛居住空間に雛を入れるために照らすことを
許容するための少なくとも１つの透明な部分を備える、［１２］から［１６］のいずれか
１項に記載の組立体。
　［１８］　［１２］から［１７］のいずれか１項に記載の多くの組立体のスタック。
　［１９］　多くの卵を孵化するための方法であって、該方法は、以下の工程を備える方
法、
－　トレイに卵を載置し、該トレイは、雛が該トレイを通過し、該トレイの下に位置する
雛居住空間に雛を入れることができる少なくとも１つの通路を備え、
－　雛居住空間を提供するクレートの頂部にトレイを配置し、
－　孵化するまでの必要な期間、卵を孵卵させ、
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－　孵化した雛を、前記通路を通して、前記トレイから前記クレートの前記雛居住空間内
に通過させる。
　［２０］　前記クレートの前記雛居住空間中の孵化した雛に給餌する工程を備える、［
１９］に記載の方法。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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